
 

■橋本駅循環ミニバスの試行運行期間の延長について 

 

＜議決事項＞ 

試行運行期間の延長（平成 28 年 6 月 7日～平成 28 年 11 月 30 日） 

（理由） 

 地下鉄橋本駅と周辺地域を結ぶバス路線の確保を目的として，平成２７年１２月７日から，橋本駅循

環ミニバスの試行運行が実施されている。利用者数は目標に届いていないものの，増加傾向にあり，今

後の利用促進活動により目標の達成が見込めること，また利用者からの継続要望があること等から，試

行運行の継続を諮るもの。 

 

＜試行運行概要＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜利用状況＞ （平成 28 年 4 月 3日時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議題 1 

運行事業者： 福岡西鉄タクシー株式会社  

運行区間 ： 地下鉄橋本駅～西鉄壱岐営業所～福岡リハビリテーション病院～  

～野方台～藤ヶ丘団地～地下鉄橋本駅 

 運行本数 ：   

 Ａルート 
（外周左回り） 

Ｂルート 
（外周右回り） 

Ｃルート 
（橋本駅→ 
 野方台団地） 

Ｄルート 
（野方台団地 
 → 橋本駅） 

計 

平日・土曜・ 
日祝日共通 

２便 ６便 ２便 １便 １１便 

 使用車両 ： ワンボックスバス （乗車定員１２名）  

  ※道路運送法の緩和適用[運行車両台数] 
  （予備車両についてはジャンボタクシーとし，多客時においては小型車両と併せて運行） 

 運行期間 ： 平成２７年１２月 ７日 ～ 平成２８年 ６月 ６日（６ヶ月） 

 (期間延長) 平成２８年 ６月 ７日 ～ 平成２８年１１月３０日（約６ヶ月）※今回議決 



 

＜参考＞ 

（路線概要） 

西区の橋本地区では，地域主体のまちづくりの一環として，橋本駅と周辺地域とを結ぶ地域循環バス

の導入について平成１９年度より検討が行われている。平成２３年度には社会実験，平成２５年度には

１０か月間の試行運行が実施されており，平成２７年１２月６日から３回目の試行運行を実施している。 

（利用促進チラシ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

■今宿姪浜線における１日フリー乗車券の販売期間設定の廃止について 

 

＜議決事項＞ 

1 日フリー乗車券の販売期間設定の廃止 

（理由） 

 平成２４年９月から日祝日の利用促進を目的に期間限定で導入されている１日フリー乗車券につい

ては，販売期間が１年間となっているため，毎年の更新が必要となっている。年々，販売枚数が増加し

ており，運賃収入に一定の効果が見られることから，今回，販売期間の設定を廃止し，永続更新とする

ことについて諮るもの。 

 

＜一日フリー乗車券概要＞ 

運行事業者：株式会社 姪浜タクシー 

運賃の種類、額及び適用方法： 

運賃の種類 特殊普通旅客運賃（一日フリー乗車券） 

乗車券の名称 なぎさ号通行手形 

運賃の額 

大人：500 円 

小学生、障がい者：300 円 

乳幼児：無料 

運賃の適用方法 
有効区間：全区間 

有効期限：日曜日及び祝日（使用日当日のみ有効） 

導入期間： （昨年議決済）平成 27 年 9 月 1日～平成 28 年 8 月 31 日 

 

＜販売効果＞ 

 １日フリー乗車券を導入した平成２４年度から日祝日の一人当たり運賃収入が増加している。 

 
販売枚数 

日祝日の一人当たり 

運賃収入単価 

日祝日の１往復当たり

利用者数 

平成２１年度 - ２０６円/人 １０．３人/往復 

平成２２年度 - ２１９円/人 ８．３人/往復 

平成２３年度 - ２１７円/人 ８．５人/往復 

平成２４年度 
１５６枚 

（9月 1 日～3月 31 日） 
２３８円/人 ８．６人/往復 

平成２５年度 ２８２枚 ２４６円/人 ８．８人/往復 

平成２６年度 ４０９枚 ２６４円/人 ７．９人/往復 

平成２７年度 ４１７枚 ２５６円/人 ８．８人/往復 

  

議題 2 



 

＜参考＞ 

（路線概要） 

当該路線については、平成１８年１１月の社会実験から８年以上が経過しており、平成２４年４月 

１日に運行内容の見直しを行い，また平成２７年４月１日よりバス停を新設するなど，利用客の増加・

維持に努めている。 

 

（休廃止申し出の経緯） 

・平成１７年１０月に昭和自動車（株）が西区を走る６路線の休廃止申し出 

→ 休廃止された場合、西区今宿上ノ原等で新たに公共交通空白地が生じる。 

・地域、事業者、市による協議会を開催し、運行内容、利用促進策について協議。 

・複数の廃止路線を統合した形の路線を新設し、新規事業者（タクシー事業者）を選定。 

・全日の運行経費を補助対象とし、経費と収入の差額を地域・市が支援。 

 

（路線図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（運行内容） 

休廃止申し出時 現在 

運行事業者  昭和自動車（株） 運行事業者  （株）姪浜タクシー 

路線 

今宿野外活動センター ～ 今宿 

今宿野外活動センター ～ 今宿 ～ 野北 

姪浜 ～ 今宿 ～ 前原 

路線 

今宿野外活動センター ～ 今宿駅前 

～ 姪浜駅北口 (約 10km) 

車両 中型バス 車両・乗務員 マイクロバス１台・乗務員２人 

運行時間帯 

始発  7:40（今宿野外活動センター発） 

最終 18:12（今宿発） 

運行時間帯 

始発  7:10（今宿野外活動センター発） 

最終 18:40（姪浜駅北口発） 

運行本数・利用者数 

平日   11.5 往復・47 人/日 

土曜日  11.0 往復・46 人/日 

日祝日  11.0 往復・35 人/日 

運行本数・利用者数（27年度） 

平日   10.0 往復・104 人/日 

土曜日   8.0 往復・ 68 人/日 

日祝日   8.0 往復・ 70 人/日 

 

今宿野外活動センター 

姪浜駅北口 

今宿駅前 

大谷バス停 

青木入口 

本村 

※バス停一部省略 

上ノ原地区 



福岡市地域公共交通会議運営要綱 

 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は，福岡市地域公共交通会議規則（平成22年福岡市規則第135号。以下「規則」と

いう。）第９条の規定に基づき，福岡市地域公共交通会議（以下「交通会議」という。）の運営に

関し，必要な事項を定めるものとする。 

  

 （会議の開催手続） 

第２条 会長は，規則第６条に規定する交通会議の会議を開催しようとする場合は，会議の日時，

場所，案件等をあらかじめ，委員及び当該議事に関係のある臨時委員に対して通知するものとす

る。 

 

  （委員の代理） 

第３条 交通会議の会議における委員及び臨時委員の代理は，これを認めない。ただし，道路運送

法施行規則第９条の３第４号に規定する委員にあっては，会長の許可を得て，当該委員が委任す

る当該機関の職員をもって代理させることができる。 

 

 （会議の議事進行） 

第４条 福岡市地域公共交通会議規則第６条第２項に規定する議長（以下「議長」という。）は，交

通会議の会議を主宰し，議事を進行する。 

２ 議長は，議事について，必要に応じて市の関係職員に説明及び資料の提出を求めることができ

る。 

３ 議長は，会議の秩序を維持するために必要な指示を出すことができる。 

 

 （傍聴の取扱） 

第５条 交通会議の会議は，原則公開とし，傍聴することができる。ただし，議長は，必要がある

と判断したときは，会議に諮って傍聴を認めないとすることができる。 

２ 傍聴人は，静穏に傍聴する等，傍聴中は議長の指示に従わなければならない。 

３ 議長は，会議における議事の進行及び秩序維持のために必要があり，かつ，傍聴人が前項の指

示に従わないときは，退室を求めることができる。 

 

 （会議録） 

第６条 会長は，交通会議の会議録を作成し，住宅都市局にて保管させるものとする。 

２ 会議録は，交通会議における議事の内容を文書により記録する。 

３ 会議録は，福岡市情報公開条例（平成14年福岡市条例第３号）第７条の各号にある非公開情報

の部分を除き公開するものとする。 

 

（書面開催） 

第７条 次に掲げる事項について，会長は，必要と認めるときに，書面により委員の賛否を求め，

その結果をもって交通会議の議決に代えることができる。 

（１） 運行時刻の変更 



（２） 運行回数を増加する変更 

（３） 停留所の新設並びに位置又は名称の変更 

（４） 前３号に掲げるもののほか，会長が軽微な事案又は緊急の決定を要する事案と判

断したもの 

２ 前項に規定する場合においては，第３条の規定にかかわらず，委員及び臨時委員の代理

は，これを認めない。 

３ 第１項の規定にかかわらず，委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数からの書面

による回答が得られなければ，交通会議の議決とすることができない。 

４ 規則第６条第４項の規定は，第１項の議決について準用する。この場合において，規

則第６条第４項中「出席した」とあるのは「書面により回答した」と，「議長」とあるの

は「会長」と読み替えるものとする。 

５ 第１項に規定する議決をおこなった場合，会長はその結果を書面により速やかに委員

及び当該議事に関係のある臨時委員に報告するとともに，次回の会議において報告するも

のとする。 

 

 

附 則 

 この要綱は，平成23年 3月22日から施行する。 

  この要綱は，平成25年 7月 4日から施行する。 
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